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第51回衆議院議員選挙の
結果について





一党で改憲発議が可能な3分の2の議席を占
めるのは戦後初めてのこと

この結果により

・改憲発議

・参議院で否決された法案も、衆議院で再可決

が可能となった。

・自民党、日本維新の会の与党独裁体制が確立。

「新たな戦前」の現実化。



日本国憲法第9条

• 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際
平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力
による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する
手段としては、永久にこれを放棄する。

• ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦
力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認
めない。



自民党改憲草案(2005年10月28日発表)

九条 （平和主義）日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行

使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

九条の二 （自衛軍）我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。

2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

3 自衛軍は、一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国

際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、または国民の生命もしくは自由を守るための活動を行うことができる。

4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。

自衛軍(戦力)の保持を明記、「国の交戦権はこれを認めない」を削除



非核三原則

• 持たず: 核兵器を保有しないこと。

• 作らず: 核兵器を製造しないこと。

• 持ち込ませず: 核兵器を日本国内
に持ち込ませないこと。



高市政権による「非
核三原則」の見直し
に抗議

• 核兵器を持たず、作らず、持ち
込ませずという「非核三原則」
について、高市早苗首相が堅持
を明言せず、自民党が見直しに
ついて検討する方向で最終調整
している。これに対し、被爆地
からは怒りや懸念の声が相次い
でいる。右の写真は長崎の被爆
者4団体（長崎原爆被災者協議会、
長崎原爆遺族会、長崎県被爆者
手帳友の会、長崎県平和運動セ
ンター被爆者連絡協議会）によ
る記者会見。



九州･南
西諸島の
軍事要塞
化①



佐賀駐屯地
にオスプレ
イ配備



九州･南西諸
島の軍事要
塞化②



与那国駐屯地にミサイ
ル部隊を配置

• 小泉進次郎防衛相は2月
24日の閣議後会見で、
敵の航空機や巡航ミサイ
ルを迎え撃つ「03式中
距離地対空誘導弾」（中
SAM）の部隊を陸上自
衛隊与那国駐屯地（沖縄
県与那国町）に2030年
度に配備する計画である
ことを明らかにした。



労働法制の改悪に反対し
よう！



デロゲーションに
ついて

「デロゲーション」の拡大は、労働基準法の
空文化、少数派労働組合の権利否定に直結す
る。



労働者の実質
賃金の現状







労働者・市民はこの現状
に怒り、立ち上がり始め
ている。



防衛省が陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本市）に初の国
産長射程ミサイルを配備する計画を巡り、反対する
市民団体の呼びかけに応じた約1200人が2月23日、
駐屯地前で手をつなぐ「人間の鎖」をつくった。
「武力で平和はつくれない」などと声を上げ、計画
中止や住民説明会開催を求めた。





左上、関西合同労働組
合第32回定期大会での
「団結がんばろう」右
下、2月9日春闘行動、
左下、関西合同労働組
合摂津分会要求書提出
行動。右上、武庫川ユ
ニオン摂津分会要求書
提出行動。



非正規春闘・賃上げホットライン

h t t p s : / / n e w s d i g . t b s . c o . j p / a r t i c l e s / - / 2 4 4 1 3 7 0

h t t p s : / / n e w s . w e b . n h k / n e w s w e b / n a / n a - k 1 0 0 1 5 0 4 1 7 2 1 0 0 0



関西でも非正規春闘が闘われている。



2月26日大阪・戎橋での
ガザ反戦スタンディング


